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５ 財産に関する調書  

  

  この調書は、地方自治法施行令第１６６条第２項の規定に基づき、本年度における財産の異動  

 状況を明確にするため調製されたものである。 

 

区      分 単位 
令和元年度末 

現在高 
決算年度中 
増減高 

令和２年度末 
現在高 

公
有
財
産 

土      地 ㎡ 5,506,800.30 43,956.57 5,550,756.87 

建      物 ㎡ 1,089,251.07 2,021.98 1,091,273.05 

山

林 

面         積 ㎡ 2,302,674.19 0 2,302,674.19 

立木の推定蓄積量  ㎥ 55,247.00 0 55,247.00 

有 価 証 券 千円 894,300 △20,000 874,300 

出資による権利  千円 1,304,496 △845,700 458,796 

物      品 台 799 30 829 

債      権 千円 4,790,947 △2,137,194 2,653,753 

基      金 千円 25,559,487 △333,958 25,225,529 
 
（備考１） 「土地」及び「建物」の決算年度中増減高には、本年度中に増減した分に加え、過年度中の増減で公有財産台帳 

に未登載であったことが判明した分が含まれる。 

（備考２） 「立木の推定蓄積量」は、５年ごとに県が作成する「森林簿」の数値を基に記載している。 
（備考３） 「物品」は、取得価格 100 万円以上のものについて記載している。 
（備考４） 「基金」の年度末現在高は、各年度３月末日時点であり、出納整理期間中の増減は翌年度に反映する。 

 

公有財産については、本年度は諏訪野町公園について、諏訪野町外２町から市へ名義変更

したことにより「土地」の増加分が大きくなっている。また、西鉄東口市街地再開発事業保留床処

分金延払金の皆減により、「債権」が減少している。 

そのほかの財産の増減の主な内容は、次のとおりである。 

 

（１） 公有財産 

ア 土地 

  ［ 増 加 分 ］                         ［ 減 少 分 ］ 

・諏訪野町公園         10,511.00 ㎡       ・東鞍打住宅跡地       1,790.69 ㎡ 

・久留米市三潴生涯学習センター            ・阿志岐坂住宅跡地     1,247.92 ㎡ 
1,903.90 ㎡ 

 
 

イ 建物 

  ［ 増 加 分 ］                          ［ 減 少 分 ］ 

・熊田団地 1 棟・２棟      1,248.68 ㎡       ・津福団地            1,137.92 ㎡ 

・京町校区コミュニティセンター 436.50 ㎡       ・田中団地           299.20 ㎡ 

 

 

ウ 山林 （立木の推定蓄積量）     （増 減 な し） 
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 エ 有価証券                 

  ［ 増 加 分 ］                         ［ 減 少 分 ］   

 （ な し ）    ・久留米都市開発ビル(株） 20,000 千円 

 

 

オ 出資による権利 

  ［ 増 加 分 ］                         ［ 減 少 分 ］ 

・（株）久留米リサーチ・パーク出資金 ・久留米広域市町村圏事務組合出資金 

 10,000 千円 855,700 千円 
 

 

（２） 物品 

  ［ 増 加 分 ］                         ［ 減 少 分 ］ 

・絵画 10 台 ・小型貨物自動車 1 台 

・その他の通信・音響機器 7 台 ・消防ポンプ自動車 1 台 
 

 

（３） 債権 

  ［ 増 加 分 ］                         ［ 減 少 分 ］ 

・市民税 33,370 千円 ・西鉄東口市街地再開発事業保留床処分金 

延払金              2,103,938 千円 

  ・地域総合整備資金貸付金 58,822 千円 

 

（４） 基金 

基金は、条例に従い積立て、保管、運用、取崩しが行われ、その設置目的に沿った事業遂行

が求められる。 

本市の積立基金には、年度間の財源調整に充てる財政調整基金、市債の償還財源に充て

る減債基金、必要な土地取得に充てる土地開発基金、都市計画事業促進の財源に充てる都

市建設基金を主要４基金とし、このほか、ふるさと久留米応援基金など特定目的のために設置し

た３０の基金がある。基金の詳細については、審査資料第２５表「基金現在高」のとおりである。 

本年度は、国県補助金を最大限活用した結果、財政調整基金等の主要４基金の取崩しは行

われていない。決算附属書類で基金額として表示されるのは、３月末日時点における残高であり、

本年度末の基金残高は前年度から約 3 億 3 千万円減少し、約 252 億 3 千万円となっている。 

 

  ［ 増 加 分 ］                         ［ 減 少 分 ］ 

・ふるさと久留米応援基金 1,144,240 千円 ・財政調整基金 1,077,926 千円 

・久留米市新型コロナウイルス感染症対策 

利子補給金等基金（新規）  291,737 千円 

・久留米市土地開発基金 299,603 千円 

・久留米競輪場施設等改善基金 ・退職手当基金 249,936 千円 

291,460 千円   

   

 


